
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
下
改
正
後
欄五
第
二
号
、
第
四
号

及
び
第
五
号

第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で

〃
〃
改
正
前
欄〃
第
二
号
及
び
第
四

号

第
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で

（
原
稿
誤
り
）

六
五
上

六C
O
.,L
td
.

C
o
.,L
td
.

令和年月日 月曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
六
千
七
百
五
十
万
円
、

資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
六
千
七
百
五
十
万
円
減
少
し
、

そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
、〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
七
月
十
八
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

福
岡
市
博
多
区
上
川
端
町
一
二
番
二
〇
号

株
式
会
社
ス
テ
ッ
プ
ア
ー
ク

代
表
取
締
役

伊
勢

剛

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

鳥
取
県
境
港
市
朝
日
町
二
〇
番
地

山
陰
冷
蔵
株
式
会
社

代
表
取
締
役

野
間

繁
雄

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
合
同
会
社
Ｅ
Ｓ
Ｇ
と
合
併
し
て
解
散
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方

は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

札
幌
市
中
央
区
南
八
条
西
二
十
二
丁
目
四
番
一
〇
号

株
式
会
社
イ
ー
エ
ス
ジ
ー
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

代
表
取
締
役

安
原

浩
司

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
市
田
と
合
併
し
て
解
散
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、

株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
九
月
一
日
ま
で
に
当
社
に

ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

奈
良
県
桜
井
市
大
字
上
之
宮
三
九
九
番
地

ア
イ
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

市
田

聖
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
八
千
万
円
減
少
し
て

三
億
六
千
万
円
と
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.to
k
y
o
sp
c.co
.jp
/k
o
u
k
o
k
u
/b
p
01/

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七
号

特
定
目
的
会
社
Ｂ
Ｐ
０
１

取
締
役

金
谷

正
文

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
十
六
億
千
九
百
五

十
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
の
開
示

状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日

掲
載
頁

八
十
六
頁
（
号
外
第
一
一
八
号
）

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
一
番
七
号

晋
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
本

祐
紀

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
八
千
九
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0041/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ジ
ー
・
ジ
ェ
イ
・
レ
ジ
デ
ン
ス
・
シ
ッ
ク
ス
特

定
目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

法
彦

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
掲
載
の
合
併
公
告
中
、
乙
の

商
号
に
「
Ｔ
Ｒ
Ｎ

Ｃ
ａ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ

Ｍ
ａ
ｎ
ｅ
ｇ
ｅ

ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
株
式
会
社
」
と
あ
る
は
「
Ｔ
Ｒ
Ｎ

Ｃ
ａ
ｐ
ｉ

ｔ
ａ
ｌ

Ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
株
式
会
社
」
の
誤
り

に
つ
き
、
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
二
番
三
号

（
甲
）
店
舗
流
通
ネ
ッ
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役
会
長
兼
社
長

青
木

達
也

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
二
番
三
号

（
乙
）
Ｔ
Ｒ
Ｎ

Ｃ
ａ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ

Ｍ
ａ
ｎ

ａ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

青
木

達
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
四
億
三
千
三
百
四

十
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
十
三
日

掲
載
頁

七
十
七
頁
（
号
外
第
五
十
号
）

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
四
丁
目
二
番
一
〇
号
Ａ
Ｏ

Ｊ
税
理
士
法
人
内

Ｄ
ｒ
ａ
ｇ
ｏ
ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

悟
史

令
和
七
年
六
月
二
十
日
（
号
外
第
百
三
十
七
号
）
公
布

法
務
省
令
第
三
十
八
号
（
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
の
支

局
及
び
出
張
所
設
置
規
則
及
び
登
記
事
務
委
任
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

五
九
ペ
ー
ジ
第
一
条
改
正
後
欄
管
轄
区
域
欄
中
四
行
目

か
ら
五
行
目
ま
で
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

中
種
子
町

南
種
子
町

同
ペ
ー
ジ
第
一
条
改
正
前
欄
管
轄
区
域
欄
中
四
行
目
か

ら
五
行
目
ま
で
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

中
種
子
町

南
種
子
町

令
和
七
年
七
月
一
日
（
号
外
第
百
四
十
九
号
）
公
布
厚

生
労
働
省
令
第
七
十
一
号
（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

一
六
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
及
び
改
正
前
欄
一
行
目
の
前
に

次
を
加
え
る
。

附

則

令
和
七
年
二
月
四
日
外
務
省
告
示
第
五
十
九
号
（
独
立

行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ

及
び
ロ
の
外
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
を
告
示
す
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
）

令
和
七
年
七
月
二
日
（
号
外
第
百
五
十
一
号
）
財
務
省

告
示
第
百
七
十
六
号
（
中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
地
域
及

び
マ
カ
オ
地
域
を
除
く
。）を
原
産
地
と
す
る
黒
鉛
電
極
に

つ
い
て
関
税
定
率
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
不
当
廉
売
関
税
を
課
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
件
）

令
和
七
年
七
月
七
日
官
庁
報
告
欄
法
務
省
告
示
配
第
五

十
三
号
（
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

一
〇
ペ
ー
ジ
四
段
終
り
か
ら
一
七
行
目
か
ら
一
六
行
目

ま
で
を
削
除
す
る
。


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